
介護サービス関係 Q&A集（抜粋）

サービス種別 基準種別 項目 質問 回答
ＱＡ発出時期、
文書番号等

162 11 訪問介護事業 4 報酬 指定訪問介護事業者が行う理美
容サービス

指定訪問介護事業者が訪問介護を行う際に理美容サービスを提供した場合、そ
の時間を含めて介護報酬を算定してよいか。

「訪問介護」とは居宅において行われる入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の
世話（介護保険法第7条第6項）であって、理美容及びそれに伴う準備行為等の一連の行為
については、訪問介護サービスに該当せず、したがって介護報酬の算定対象ともならな
い。
理美容サービスについては、短期入所サービス及び施設サービスにおいては、滞在期間
中に必要となることも想定されるため、これらのサービスの一環として、事業所・施設が
サービスの内容及び費用について利用者等から同意を得て理美容を提供した場合、実費
相当額を「日常生活に要する費用」として利用者等から支払いを受けることができる。訪問
系サービスや通所系サービスにおいては、当該サービスの提供時間中に理美容が必要と
なることは考えにくく、これらの事業所が理美容サービスを行う場合は、これらのサービスと
明確に区分を行い、介護保険とは別のサービスとして行うこととなる。
また、居宅で外出困難な高齢者について、理美容サービスの必要がある場合は、介護予
防・生活支援事業の訪問理美容サービス事業を積極的に活用して対応されたい。

14.3.28
事務連絡
運営基準等に係るQ&A

177 16 通所介護事業 3 運営 通所サービス利用時の理美容
サービスの利用

デイサービスセンター等の通所サービスの提供場所において、通所サービスに付
随して理美容サービスを提供することはできるか。

理美容サービスは、介護保険による通所サービスには含まれないが、デイサービスセン
ター等において、通所サービスとは別に、利用者の自己負担により理美容サービスを受け
ることは問題ない。その際、利用者に必要なものとして当初から予定されている通所サービ
スの提供プログラム等に影響しないよう配慮が必要である。なお、通所サービスの提供時
間には、理美容サービスに要した時間は含まれない。

14.5.14
事務連絡
介護保険最新情報vol.127

178 16 通所介護事業 3 運営 通所サービス利用時の理美容
サービスの利用

デイサービスセンター等において理美容サービスを受ける時間帯は、通所サービ
ス開始前又は終了後に限られるか。

通所サービスについては、利用者ごとの通所介護計画等に基づき、利用者のニーズに応じ
た適正なサービス提供がなされることが必要であり、通所サービスとの区分が明確であれ
ば、必ずしも開始前又は終了後に限る必要はない。この場合、通所サービスとそれ以外の
サービスの区分が明確になされた通所サービス計画について、本人に対する説明と了解を
得ていること、通所サービスの利用料とは別に費用請求が行われていることが必要であ
る。

14.5.14
事務連絡
介護保険最新情報vol.127
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